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特別なケースの承諾書


	
特別会員（チェリー会員）や在日外国人女性会員（ピーチ会員）として会員登録している方とお見合いをする男性会員は下記事項を承諾の上、行って下さい。

１．特別会員（チェリー会員）の場合
(1) 成婚料について
男性会員がご自身の成婚料の他に女性会員の成婚料３０万円（税別）を支払うこと。
[bookmark: _GoBack](2) お見合い料について
お互いにご自身のお見合料はご自分で支払うこと。

２．在日外国人女性会員（ピーチ会員）の場合
在日外国人女性会員との結婚に向けての活動期間は、原則として最長２ヶ月となります。男性会員はできるだけ、この期間中に成婚か否かの結論を出すように努めるものとします。在日外国人女性会員が結婚された場合、男性側・女性側双方の相談所が協力して３ヶ月間のアフターケアを行います。ただし、男性会員と女性会員が結婚生活に入った後に生じた事由については、それぞれの会員に全責任があるものとする。
(1) 男性分女性分の成婚料、相談所が行う入籍等に必要な提出書類のアドバイス、指導、補佐料及び円滑な結婚生活の為のアフターフォロー費用を含めた合計で１２０万円（税別）を、男性会員が支払う。
(2) お見合い料については、男性からお見合いの申し込みをした場合には男性が女性分のお見合い料も持つこと。なお、お見合料は５千円（税別）とします。在日外国人女性会員から、お見合いの申し込みをした場合には、男女共各々がお見合い料を持つこと。
(3) 成婚までの行動の全ては、当事者がその全責任を負います。
また、成婚前、金銭の貸借・高価な品物の授受及び贈答等は行なわないことを約束します。


	私は上記内容を了承し、特別会員・在日外国人女性会員との結婚を希望しますので、署名、捺印致します。

	　　　　　年　　　月　　　日

	氏名
	㊞

	住所
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